
給与支払報告書提出の際の本人確認について

　マイナンバー制度の導入に伴い，平成２９年度以降の給与支払報告書から個人番号（マイナンバー）及び法人番号

の記入が必要になりました。

　個人事業主の方の個人番号を記載した給与支払報告書を提出していただく場合は，番号法（行政手続きにおける

特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律）に基づく本人確認（番号確認及び身元確認）をさせていただ

きます。なお，法人については，確認は行いません。

○本人確認書類

１　本人が提出する場合

 【次の書類から１点】  【次の書類から１点】

 ・マイナンバーカード  ・マイナンバーカード

 ・通知カード  ・運転免許証　・パスポート

 ・住民票の写し(個人番号が記載  ・写真付身分証明書

　 されたもの)　　　　　　　　　　など  ・公的医療保険の資格確認書　　など

２　代理人が提出する場合（税理士及び税理士法人以外）

 【次の書類から１点】  【次の書類から１点】

 ・マイナンバーカード　・運転免許証  ・マイナンバーカード（両面）

 ・パスポート　・写真付身分証明書　など  ・通知カード

 【次の書類から２点】  ・住民票の写し(個人番号が記載

 ・公的医療保険の資格確認書  　されたもの)

 ・年金手帳   ・写真なし身分証明書 など  　又は上記いずれかの写し　など

３　税理士又は税理士法人が提出する場合

 【次の書類から１点】

 ・マイナンバーカード（両面）

 ・通知カード

 ・住民票の写し(個人番号が記載

 　されたもの)

 　又は上記いずれかの写し　など

※　通知カードは，記載事項（氏名・住所等）に変更がない場合，又は正しく変更手続が取られている場合に

　限ります。

※　郵便で提出される場合は，原本又は写しの提出をお願いします。 ただし，委任状，税務代理権限証書は，

　原本を提出してください。

※　eLTAXで提出する場合は，確認書類の添付は不要です。

代理権の確認 税理士証票

委任状

税理士資格を有しない
従業員の方が提出
される場合は写し

税務代理権限証書

番号確認 本人確認

本人の番号確認代理人の本人確認

本人の番号確認代理人の本人確認

代理権の確認


